
令
和
元
年
五
月
二
十
四
日
受
領

答

弁

第

一

六

六

号

内
閣
衆
質
一
九
八
第
一
六
六
号

令
和
元
年
五
月
二
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
尾
辻
か
な
子
君
提
出
在
留
外
国
人
の
国
民
健
康
保
険
適
用
の
不
適
正
事
案
に
関
す
る
通
知
制
度
の
運
用
に
関
す

る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
尾
辻
か
な
子
君
提
出
在
留
外
国
人
の
国
民
健
康
保
険
適
用
の
不
適
正
事
案
に
関
す
る
通
知
制
度
の
運
用
に

関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
四
条
第
三
項
に
お
い
て
、
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
は
、
被
保
険
者
の
資
格
の
取
得
及
び
喪
失
に
関
す
る
事
項
等
の
国
民
健
康
保
険
事
業
を
適
切
に
実
施
す
る
も
の

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
同
法
第
百
十
三
条
に
お
い
て
、
市
町
村
は
、
被
保
険
者
の
資
格
等
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
等
に
対
し
、
文
書
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
又
は
当

該
職
員
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
が
、
お
尋
ね
の
「
法
令
上
の
根
拠
」
に
該
当
す
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
通
知
」
（
以
下
「
通
知
」
と
い
う
。
）
は
、
国
民
健
康
保
険
制
度
に
お
け
る
外
国
人
被
保
険
者
の
適
正
な
資

格
管
理
に
努
め
る
と
い
う
観
点
か
ら
発
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
通
知
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
調
査
」
の
対
象
者
が

「
国
民
健
康
保
険
資
格
取
得
か
ら
一
年
以
内
で
あ
る
外
国
人
被
保
険
者
」
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

一



御
指
摘
の
「
手
控
え
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
通
知
を
踏
ま
え

た
市
町
村
に
お
け
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
適
正
な
資
格
管
理
の
観
点
か
ら
行
わ
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
旨
を
、
市
町
村
に
対
し
て
周
知
し
て
ま
い
り
た
い
。

二


